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7月 （文月） JULY

17日・海の日

たばこの税率が、7月1日から引上げられます。
たばこ税は国税と地方税に分かれていて、たばこ
1千本につき従前の7,072円から7,924円（国税
3,552円＋地方税4,372円）になります。地方税分は
さらに都道府県と市町村に分かれており、地元
で買えば、地元の税収に寄与する制度になって
います。

国　税／6月分源泉所得税の納付 7月10日

国　税／納期の特例を受けた源泉所得税（1月～6月分）の納付

7月10日

国　税／所得税予定納税額の減額承認申請 7月18日

国　税／所得税予定納税額の納付 7月31日

国　税／5月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

7月31日

国　税／11月決算法人の中間申告 7月31日

国　税／8月、11月、2月決算法人の消費税の中間申告

（年3回の場合）7月31日

地方税／固定資産税（都市計画税）第2期分の納付

市町村の条例で定める日

労　務／社会保険の報酬月額算定基礎届 7月10日

労　務／障害者・高齢者・外国人雇用状況報告

（100人以上の事業場） 7月18日

労　務／労働者死傷病報告（4月～6月分）7月31日

たばこ税の引き上げ

7 月 の 税 務 と 労 務
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平
成
十
八
年
度
税
制
改
正
の
中
で
、

中
小
企
業
に
最
も
関
心
の
高
い
テ
ー
マ

の
一
つ
は
、
創
設
さ
れ
た
「
特
殊
支
配

同
族
会
社
」
い
わ
ゆ
る
実
質
一
人
会
社

で
の
役
員
給
与
の
損
金
算
入
規
制
措
置

の
よ
う
で
す
。

そ
こ
で
、
以
下
、
制
度
の
ポ
イ
ン
ト

を
整
理
し
て
み
ま
す
。

１

制
度
創
設
の
趣
旨

平
成
十
八
年
五
月
一
日
施
行
の
会
社

法
で
は
、
最
低
資
本
金
要
件
の
廃
止
等

に
よ
り
、
節
税
を
目
的
と
し
た
個
人
事

業
者
の
法
人
成
り
が
容
易
に
な
っ
て
い

ま
す
。

そ
の
た
め
、
個
人
事
業
者
が
法
人
成

り
す
る
こ
と
に
よ
り
図
表
１
の
よ
う
に
、

オ
ー
ナ
ー
給
与
に
つ
き
法
人
段
階
で
の

損
金
算
入
及
び
個
人
段
階
で
の
給
与
所

得
控
除
相
当
部
分
の
利
用
が
可
能
に
な

り
ま
す
。

こ
れ
が
、
経
費
の
二
重
控
除
と
考
え

ら
れ
、
そ
の
二
重
控
除
分
の
損
金
算
入

を
制
限
す
る
た
め
に
一
定
の
要
件
に
該

当
す
る
場
合
に
は
、
オ
ー
ナ
ー
社
長
給

与
に
係
る
給
与
所
得
控
除
相
当
部
分
を

法
人
段
階
で
損
金
不
算
入
と
す
る
わ
け

で
す
。

２

制
度
の
内
容

a

概
要

内
国
法
人
で
あ
る
特
殊
支
配
同
族
会

社
が
、
業
務
主
宰
役
員
（
オ
ー
ナ
ー
）

に
対
し
て
支
給
す
る
給
与
の
額
の
う
ち

給
与
所
得
控
除
に
相
当
す
る
部
分
の
金

額
は
損
金
の
額
に
算
入
さ
れ
な
い
こ
と

と
な
り
ま
す
。

7月号 2

◆図表１　財務省の説明図 

◆図表２ 

実質的な一人会社 

法人段階 オーナー段階 

オーナーへの 
役員給与支給 

他の経費 

課税ベース 

課税ベース 

経
費 給

与
所
得
控
除 

（新制度） 

損金算入を制限 

（改正前） 

法人段階 オーナー段階 

イコール 
フッティング 

個人事業者 

=

課税ベース 

課税ベース 

経
費 

経費 

課税ベース 

給
与
所
得
控
除 

（改正後） 

要件 特殊支配同族会社の判定 

出資 
要件 ≧ 

業務主宰役員及び 
業務主宰役員関連者の 
所有株式数等 

発行済株 
式総数等 
の90%

役員 
要件 ＞ 

業務主宰役員及び 
常務に従事する 
業務主宰役員関連者の数 

常務に従 
事する 
役員総数 
の50%

  65万円まで 
 65万円超 162.5万円以下 
 162.5万円超 180万円以下 
 180万円超 360万円以下 
 360万円超 660万円以下 
 660万円超 1,000万円以下 
 1,000万円超 

◆図表３ 
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額 

業務主宰役員給与額（a） 
 全額 

65万円 
（a）× 40% 
（a）× 30% ＋18万円 
（a）× 20% ＋54万円 
（a）× 10% ＋120万円 
（a）× 5% ＋170万円 

損金不算入額 

特
殊
支
配
同
族
会
社 

役
員
給
与
の 

損
金
不
算
入
制
度
（
創
設
）
の
ポ
イ
ン
ト 



s

特
殊
支
配
同
族
会
社

同
族
会
社
の
業
務
主
宰
役
員
（
法
人

の
業
務
を
主
宰
し
て
い
る
役
員
を
い
い
、

個
人
に
限
り
ま
す
）
及
び
業
務
主
宰
役

員
と
特
殊
の
関
係
の
あ
る
者
（
親
族
等
）

が
、
同
族
会
社
の
発
行
済
株
式
又
は
出

資
の
総
数
の
九
〇
％
以
上
に
相
当
す
る

数
の
株
式
等
を
有
す
る
場
合
等
で
、
か

つ
、
業
務
主
宰
役
員
及
び
常
務
に
従
事

す
る
親
族
等
の
総
数
が
常
務
に
従
事
す

る
役
員
の
総
数
の
半
数
を
超
え
て
い
る

会
社
を
い
い
ま
す
（
図
表
２
参
照
）。

d

常
務
に
従
事
す
る
役
員

常
務
に
従
事
す
る
役
員
に
は
、
役
員

の
肩
書
き
が
あ
っ
て
も
、
非
常
勤
の
場

合
の
よ
う
に
、
実
質
的
に
経
営
に
従
事

し
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
該

当
し
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

f

損
金
不
算
入
額

役
員
給
与
の
損
金
不
算
入
額
に
つ
い

て
は
、
所
得
税
法
の
給
与
所
得
控
除
額

の
計
算
と
同
様
で
す
（
図
表
３
参
照
）。

た
だ
、
そ
の
対
象
と
な
る
の
は
暦
年

で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
法
人
の
事
業
年

度
に
支
給
さ
れ
た
給
与
が
対
象
と
な
り

ま
す
。
例
え
ば
、
三
月
決
算
法
人
で
あ

れ
ば
、
四
月
〜
翌
年
三
月
に
支
給
を
受

け
た
給
与
が
計
算
の
基
礎
と
な
り
ま
す
。

な
お
、
事
業
年
度
中
に
オ
ー
ナ
ー
の

異
動
が
あ
っ
た
場
合
は
、
期
末
時
点
の

オ
ー
ナ
ー
と
期
中
の
オ
ー
ナ
ー
そ
れ
ぞ

れ
に
つ
い
て
計
算
し
た
金
額
の
合
計
額

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

３

適
用
除
外

特
殊
支
配
同
族
会
社
の
基
準
所
得
金

額
（
直
前
三
年
間
の
所
得
金
額
に
業
務

主
宰
役
員
の
報
酬
額
を
加
算
し
た
額
の

前
三
年
間
の
平
均
額
）
が
年
八
〇
〇
万

円
以
下
で
あ
る
場
合
、
お
よ
び
基
準
所

得
金
額
が
年
八
〇
〇
万
円
超
三
千
万
円

以
下
で
、
か
つ
、
基
準
所
得
金
額
に
占

め
る
前
三
年
業
務
主
宰
役
員
平
均
給
与

額
の
割
合
が
五
〇
％
以
下
で
あ
る
場
合

に
は
、
こ
の
制
度
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん

（
図
表
４
参
照
）。

４

判
定

内
国
法
人
が
特
殊
支
配
同
族
会
社
に

該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
定
は
、
そ
の

事
業
年
度
終
了
の
時
の
現
況
に
よ
り
ま

す
。し

た
が
っ
て
図
表
２
で
示
し
た
出
資

要
件
と
役
員
要
件
の
期
末
に
お
け
る
状

況
に
注
意
す
る
と
と
も
に
、
こ
こ
が
対

策
を
講
じ
る
ポ
イ
ン
ト
に
も
な
り
ま
す
。

3 7月号

事例 

◆特殊支配同族会社に該当する会社の改正前と改正後の税負担額（千円未満切捨）比較 

①改正前の税額 ②給与所得控除 ③改正後での税額 ④負担増（③－①） 

※①、③の税額は法人税、法人住民税、法人事業税の合計額。法人税は所得800万円まで22％、所得800万円超30％、法人住民税は均等
割7万円、法人税割17.3%、法人事業税は所得400万円まで5%、所得800万円まで7.3%、所得800万円超9.6%として計算。 

法人所得100万円 

オーナー給与800万円 

法人所得1,000万円 

オーナー給与2,000万円 

378,000円 

 

3,522,000円 

１ 

 

２ 

2,000,000円 

 

2,700,000円 

994,000円 

 

4,731,000円 

616,000円 

 

1,209,000円 

◆図表４　平成19年3月期に給与所得控除 
相当部分が損金不算入の適用除外となる場合 

事業年度 

平成16年3月期 

平成17年3月期 

平成18年3月期 

合 計 額 

3年平均額 

300万円 

360万円 

△720万円 

△  60万円 

△  20万円 

600万円 

720万円 

840万円 

2,160万円 

720万円 

900万円 

1,080万円 

120万円 

2,100万円 

700万円 

700万円≦800万円　適用除外 

所得の金額若し 
くは欠損金額① 

業務主宰役 
員の給与② 

合計額 
①＋② 



私は飲食店を営んできましたが、
このたびその店舗をいわゆる居抜き

で従業員であった調理師に譲渡することとし
ました。この場合の課税関係を教えて下さい。

いわゆる居抜きで営業一式を譲渡
した場合には、譲渡資産を棚卸資産、

内部造作、什器備品等減価償却資産、借家権
等をそれぞれ次のように事業所得または譲渡
所得の総収入金額に区分してから所得計算す
ることとなります。

飲食店を居抜き譲渡した場合

7月号 4

当
社
は
Ａ
社
と
著
作
権
譲
渡

契
約
を
締
結
し
、
あ
る
作
曲
家

の
著
作
権
を
一
千
万
円
で
取
得
し
ま
し

た
。
こ
の
著
作
権
の
譲
受
対
価
の
税
務

上
の
取
扱
い
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ

い
。
契
約
期
間
は
著
作
権
の
消
滅
の
日

ま
で
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

法
人
税
法
で
は
、
固
定
資
産

の
範
囲
を
「
棚
卸
資
産
、
有
価

証
券
及
び
繰
延
資
産
以
外
の
資
産
の
う

ち
次
の
も
の
」
と
定
め
て
い
ま
す
。

一

土
地
（
土
地
の
上
に
存
す
る
権
利

を
含
む
）

二
　
減
価
償
却
資
産

三
　
電
話
加
入
権

四

そ
の
他
右
記
一
〜
三
に
準
ず
る
資

産ご
質
問
の
著
作
権
は
著
作
権
法
で
そ

の
保
護
が
さ
れ
て
お
り
、
時
の
経
過
に

よ
り
そ
の
価
値
が
減
少
す
る
性
格
で
は

な
い
こ
と
か
ら
前
記
四
に
該
当
し
、
非

減
価
償
却
資
産
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
ま

す
。

著
作
権
の
取
得
と

そ
の
処
理
に
つ
い
て

預託金制ゴルフ会員権の取得、売

却、倒産の場合の課税関係を教えて

下さい。

１　取引の主体が法人である場合
a 取得した場合

入会金、預託金については会員権

勘定等の資産に計上し、年会費については原

則として交際費に計上します。

s 売却した場合

固定資産の売却時と同様の処理をします。

差益は益金算入、差損は損金算入されます。

d ゴルフ場が倒産した場合

預託金の法的性格は預託債権であるため、

評価損の計上は認められません。また、貸倒

引当金の対象債権にも該当しません。

しかし、退会の届出、預託金の一部切捨て、

破産宣告等の事実に基づき預託金返還請求権

の全部又は一部の損失が実現したと認められ

るときは、貸倒損失及び貸倒引当金の対象債

権とすることができます。

２　取引の主体が個人である場合
a 取得した場合

入会金、預託金は取得費を構成し、年会費

は家事費に該当します。

s 売却した場合

譲渡益が生じた場合には、譲渡所得（総合）

として課税されます。また譲渡損が生じた場

合には他の所得と損益通算できます。なお、

譲渡した者が青色申告者であるときは、損益

通算後の純損失について繰越控除や繰戻還付

の規定の適用を受けることができます。

d ゴルフ場が倒産した場合

ゴルフ場が倒産したため、その価値がなく

なった場合には雑損控除の規定は適用できま

せん。また、倒産後に会員権を譲渡しても預

託金返還請求権の譲渡とされ譲渡所得の基因

となる資産には該当しないため、その損失を

他の所得と損益通算することはできません。

ゴルフ会員権の
取得・売却等の課税関係

Q

A

税金 

メモ 
一口 問答

 
内部造作 
 
取得価額10万円以上の減価償却資産
（取得価額20万円未満の減価償却資
産で一括償却資産の必要経費算入を選
択したものを除きます） 
 
取得価額20万円未満の減価償却資産
で一括償却資産として必要経費算入を
選択したものや取得価額10万円未満の
少額減価償却資産のうち業務の性質上
基本的に重要なもの（反復継続して譲
渡されるものを除きます） 
 
借家権 

 
棚卸資産 
 
譲渡所得に該当する減
価償却資産以外の減価
償却資産 

譲渡所得（総合）に該当するもの 事業所得に該当するもの 




